
1　事業の概要

①　成果目標（H25)

②　事業内容

　国庫支出金

　県　債

　その他（　　　　　　）

　一般財源

 決　　算　　額（B）

 職員数（人）

 概算人件費 （Ｃ）

２　今後の事業の方向性

予

算

額

前年度繰越

3,283 3,412 3,310 3,390

□ 事業を実施しない □ 事業を見直して実施 ■ 事業を現行どおり実施

今後、事業

をどのよう

にしていき

たいか

法定されている業務であることから、継続していくが、狩猟登録者が減少していく流れの中で、できるかぎり登録者の確保に努める。

目標に対

する成果

の状況

達成。わな猟免許の取得を促進するため、6月にわな猟のみの免許試験を実施したほか、農業者が免許を取得しやすいように農閑期の2

月にも試験を実施したことなどから、わな猟への登録者数が伸び、目標とする狩猟者登録を達成できた。

 概算事業費（B（A）+C） 5,348 5,260 5,375 5,455

2,065 2,065

事

 

業

 

コ

 

ス

 

ト

区　　分（単位：千円） 23年度 24年度

Aの

財源

3,412 3,310

概　算

人件費

0.25 0.25 0.25 0.25

2,065

3,283 3,195 3,310

2,065

3,412 3,310 3,390

合計（A) 3,283 3,390

5,925

25年度25年度25年度25年度 26年度

当初予算 3,283

補正予算

狩猟者登録 直接

事業内容

（単位：千円）　

項目 実施方法 H25事業実績

H25 H26

（当初） （決算） （当初）

狩猟免許試験事務 直接

狩猟免許試験の実施(6月、9月、10月、2月の年４回）

試験補助員の配置、技能試験講師依頼等

606 606 610

狩猟者登録の実施(登録見込み人数　5,510件）

登録補助員の配置、登録証の発行、記章の製作等

2,704

県が関与

する理由

目指す姿

現状

県関与の必要性あり

県民との協働による実施： 困難

【左記の説明、根拠法令等】

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律

第11次鳥獣保護事業計画

課・室 森林づくり推進課　鳥獣対策・ジビエ振興室

総合５か年

計画

プロジェクト  E-mail choju@pref.nagano.lg.jp

施策の総合的展開

1-4森林を生かす力強い林業・木材産業づくり

3,390

○鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律に基づき、狩猟の適正化を図るとともに、「鳥獣の保護を図るため事業を実施するための

基本的な指針」に基づき、鳥獣による農林水産業被害等の軽減に資する鳥獣保護管理の担い手としての狩猟者の確保及び安全狩猟の

ための技術の向上を図る。

○狩猟免許を取得しようとする者に対し試験を実施するとともに、狩猟者登録を受ける者に対する登録事務を実施する。

　・狩猟免許取得者数　平成23年度670人（網・わな猟531人、銃猟139人）

　・狩猟者登録者数　平成23年度6,045人（網・わな猟1,870人、銃猟4,175人）

成果目標の達成状況

項目

狩猟者登録者数

事業番号 10 05 01 事業改善シート （25年度実施事業分）　　□予算要求　　□当初予算案　　□補正予算案　　　■点検

事　業　名 免許等事務費免許等事務費免許等事務費免許等事務費
担

当

課

部局 林務部

4様々な主体的関わりによる森林の適正管理と多様な利活用の推進 実施期間 S33 ～

5,510 5,780 達成

○狩猟者登録者の確保　　　　　5,510人　　　　根拠：前年度比から推計して算出。

Ｈ25
H26

目標

H24末

（実績）
目標 成果 達成状況

5,765

2,704 2,780

合計 3,310 3,310


